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世界遺産「古都京都の文化財」登録３０周年記念事業に係る 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 趣旨 

本要項は、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課において、世界遺産「古都京

都の文化財」登録３０周年記念事業（以下、「本事業」という。）を業務委託するに当たって、

公募型プロポーザル（以下、「プロポーザル」という。）方式により受託候補者を選定するため、

必要な事項を定めるものである。 

 

２ 事業の目的 

  世界遺産「古都京都の文化財（京都市・宇治市・大津市）」が平成６年１２月に登録され、 

令和６年１２月に３０周年を迎えることから、市民の皆様に世界遺産「古都京都の文化財」 

の価値を広く再認識いただくことで、これらの文化財を維持・継承していくための機運を醸 

成する事業を実施する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 

 

４ 委託金額（上限） 

金４，０８０，０００円（税込）とする。 

 

５ 参加資格 

  次の条件を満たすこととする。 

  なお、契約締結後であっても、以下の条件を満たしていないことが判明した場合には、本市

は契約を解除できるものとする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の１１第１項において準用する第

１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

⑵ 京都市契約事務規則第４条に規定する一般競争入札有資格者名簿又は第２２条に規定する

指名競争入札有資格者名簿に登載されている者であること。 

⑶ 本件の募集開始の日から応募締切日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱第２９

条の１の規定に基づく競争入札参加停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 過去２箇年の消費税及び地方消費税、市町村民税及び固定資産税を完納していること。 

⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的としない者であること。特定の公職者又は政党を推薦、

支持、反対することを目的とした者でないこと。 

⑹ その他、公共の福祉に反する活動をしていないこと。また、京都市暴力団排除条例第２条

第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

 

６ 参加手続等 

本プロポーザルの参加を希望する者は、次のとおり、必要な手続等を行うこと。 

⑴  参加表明書等の提出 

ア 提出書類 

以下の書類を、郵送又は持参により提出すること。 
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(ｱ)「（様式１）参加表明書」 

(ｲ)「（様式２）業務実績申告書」 

   過去に実施した世界遺産関連の記念事業又は本事業に類似する事業の実績について、

一契約ごとに業務名及び発注元を明記すること。 

(ｳ)「（様式３）会社概要及びパンフレット（ある場合）」 

イ 提出部数 

各５部 

ウ 提出先 

９ 問合せ先及び関係書類の提出先を参照のこと 

エ 提出期限 

令和６年１０月４日（金）午後５時までとする。 

なお、郵送の場合は、上記提出期限必着とする。 

オ 参加の対象外となる場合 

参加表明書等が次に掲げる場合に該当するときは、参加の対象外とし、電子メール及び

書面により、その旨を通知する。 

(ｱ) ５ 参加資格に掲げる資格のない者が提出した場合 

(ｲ) 提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合 

(ｳ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(ｴ) 虚偽の内容が記載されている場合 

⑵ 質問及び回答 

参加表明書等を提出した者からの質問の提出を受け付ける。 

  ア 質問の方法 

９ 問合せ先及び関係書類の提出先に記載のメールアドレス又はＦＡＸ番号宛てに、必

要事項を記入した「質問書」（様式４）を送付すること。電話での質問は一切受け付けな

い。 

イ 質問の提出期限 

令和６年１０月４日（金）午後５時まで 

※ 電話にて、電子メール又はＦＡＸの到達確認を行うこと。 

ウ 質問の回答 

令和６年１０月７日（月）午後５時までに、参加表明のあった者全員に対し、回答を電

子メール又はＦＡＸにより送信する。 

⑶ 企画提案書等の提出 

ア 提出資料 

「（別紙１）世界遺産「古都京都の文化財」登録３０周年記念事業に係る業務委託の公募

型プロポーザル企画提案書等作成要領」に基づき作成し、郵送又は持参により提出するこ

と。 

  イ 提出部数 

    ５部 

  ウ 提出場所 

    ９ 問合せ先及び関係書類の提出先を参照のこと 

  エ 提出期限 

    令和６年１０月１１日（金）午後５時までとする。 
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なお、郵送の場合は、上記提出期限必着とする。 

  オ 選定の対象外となる場合 

    企画提案書等が次に掲げる場合に該当するときは、選定の対象外となり、電子メール及

び書面によりその旨を通知する。 

   (ｱ) ５ 参加資格の条件を満たさない者が提出した場合 

   (ｲ) 提出期限、提出先及び提出方法に適合しない場合 

   (ｳ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

   (ｴ) 虚偽の内容が記載されている場合 

   (ｵ) 企画提案書等に記載された見積金額が委託金額の上限価格を超えた場合 

 

７ 受託候補者の選定 

⑴ 選定方法 

   選定は、「世界遺産「古都京都の文化財」登録３０周年記念事業に係る受託候補者選定委員

会」（以下、「選定委員会」という。）が行う。選定に当たっては、「（別紙３）世界遺産「古都

京都の文化財」登録３０周年記念事業に係る受託候補者選定委員会評価基準」に掲げる評価

項目について、企画提案書等の提出書類の審査を行い、最も優れた提案を行った者を受託候

補者として決定する。 

   なお、受託候補者に選定された者の辞退や、本市との協議の不調により本市と業務委託契

約ができない場合は、次点者を受託契約者とする。 

⑵ 選定委員会の体制 

選定委員会は、以下の３名で構成する。 

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財担当部長（委員長） 

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課文化遺産普及・活用担当課長 

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課連携推進係長 

⑶ 選定結果の通知 

選定結果については、令和６年１０月１７日（木）までに参加者全員に通知するとともに、

参加した事業者及び評価点等を京都市情報館（入札・公募型プロポーザル情報）に公開する。 

 

８ その他 

 ⑴ 提出書類の作成及び提出に関する全ての費用は、参加者の負担とする。 

 ⑵ 公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑶ 企画提案書等の提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

 ⑷ 提出された書類等の返却は行わない。 

 ⑸ 様式は、京都市のホームページ（京都市情報館）の「入札・公募型プロポーザル情報」か

らダウンロードできる。 

 

９ 問合せ先及び関係書類の提出先 

  〒604-8571   

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地 分庁舎地下 1階 

  京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課（担当：村上、三浦） 

  TEL：075-222-3130 FAX：075-213-3366 

  メール：bunka-hogo@city.kyoto.lg.jp 


